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地域の危険度 

（地震・火災等） 

地区別の不燃領域率＊

防災・復興 

（１）防災・復興の現状

●目黒駅、五反田駅、大崎駅周辺や臨海部などは、地震・火災等に

対する危険度が低くなっています。 

●大井地区、荏原地区は比較的危険度が高く、総合危険度＊４また

は５のエリアが多くみられます。 

●品川、大崎、八潮の３地区では、不燃領域率が７０％を超えてお

り、焼失率がほぼゼロになる市街地と考えられています。 

●荏原地区では不燃領域率が５４％であり、さらなる不燃化が求め

られます。 

１

（出典）東京都「土地利用現況調査」（2０16（平成 2８）年）」より作成 

（出典）東京都「地震に関する地域危険度測定調査結果（第９回／２０22（令和４）年）」より作成 
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細街路＊の拡幅整備 

件数（年間）の推移

浸水想定区域 

●幅員４ｍ未満の道路（細街路）の解消のため拡幅整備は、１０年

間で約３，０００箇所にのぼります。 

●目黒川や立会川の氾濫による浸水リスクが想定されており、目

黒川沿いで浸水深が ０.５～２.７ｍと予想されるエリアは、避難や

浸水対策が必要な地域とされています。 

（年）

（出典）品川区資料より作成 

（出典）東京都「城南地区河川流域浸水予想区域図（2０19（令和元）年６月２７日一部修正）」より作成 
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（２）まちづくりの主な成果 

建物の不燃化や耐震化、細街路＊の拡幅や防災広場の整備など、

木造住宅密集地域＊の防災まちづくりが進展するとともに、河川・

下水道の貯留施設＊整備など、水害の軽減に向けた取り組みが進

んでいます。 

（３）今後の課題 

●いつ起こるかわからない大規模災害に備えた、より重

点的な事業の推進が求められている 

●自然環境が持つ防災・減災機能を活用する必要がある 

●震災復興に備えた事前の取り組みを推進する必要性

が高まっている

＊細街路 ： 建築基準法第４２条第２項に規定する道路で、幅員が４メートルに満たない狭い生活道路などのこと。 

不燃化建築助成による建替え

防災生活道路の拡幅整備 

防災広場用地の取得・整備

浸水被害を軽減する下水道管整備

▼不燃化・耐震化 

建築物等への 

除却助成 1,９７７ 戸 
２０１１（平成２３）年度 

～２０２０（令和２）年度

建築物への 

建て替え助成 ７０６ 戸 
１９８８（昭和６３）年度 

～２０２０（令和２）年度

▼防災性の向上 

防災広場の 

整備 ５ 箇所 
２０１3（平成２5）年度 

～２０２０（令和２）年度

細街路の拡幅 

整備 2,4３4 箇所 
２０１3（平成２5）年度 

～２０２０（令和２）年度 

ブロック塀の 

除去・新設助成 ７4 件 
2０1８（平成 3０）年度 
～２０２０（令和２）年度

▼水災害リスクの低減 

河川・下水道の 

貯留施設整備

８ 

2６2,７００ 

箇所 

ｍ3

２０１１（平成２３）年度 

～２０２０（令和２）年度

雨水浸透施設 

の整備 1３4,22５ ｍ3 ～２０２０（令和２）年度

dａｔａ



第４章/分野別まちづくり方針/防災・復興

4-4 

（４）まちづくりの目標 

様々なリスクに 
しなやかに対応できるまち 

建物の建替えやオープンスペースの確保などによる木造住宅密集地域＊の防災性向上・不

燃化促進を図るとともに、首都直下地震や延焼、水害、災害時の停電など、様々なリスクを想

定し、被害を最小限にして迅速に回復する「強さとしなやかさ」を備えたまちを目指します。 

また、地域の多様なひとの力を活かした共助の活動や円滑な避難行動ができるまち、コミュ

ニティの形成を目指します。 

これからのまちづくりのポイント 

●都市機能と生活が継続するまちの実現 

●防災性向上に資するインフラストックの活用 

●迅速な復旧・復興に向けた先端技術の活用

①災害時に活用できる舟運・物資輸送基地としての船着場 
②電柱がなくなり安全で歩きやすい地域の道路 
③ドローンを活用した災害状況の把握 

④拡幅整備がされた生活道路や避難所周辺道路 
⑤みどりが持つ防災・減災機能 

⑥浸水被害の防止に寄与する下水道施設 

⑦都市計画道路の整備と延焼遮断帯の形成 
⑧デジタルを活用した災害時の避難誘導 
⑨自立分散エネルギーによる非常電源の確保 

⑩ポケットパークや防災活動広場等における防災設備の充実 

１ 

4 

３ 

2 

７ 
８ 

５ 

６ 
９ 

1０
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（５）方針と取り組み

●耐震診断や老朽木造住宅の耐震改修工事費等の助成により耐

震化を促進するとともに、地震による倒壊の恐れがあると診断さ

れた建物に対しては、重点的に除却費用等の助成を行います。 

●不燃化特区＊制度等の活用によって、東京都と連携して建築物

の不燃化を積極的に進めていきます。 

●木造住宅密集地域＊を通る都市計画道路については、東京都が

進める特定整備路線＊の整備を促進するとともに、沿道の不燃

化により延焼遮断帯＊の形成を進めていきます。 

●特定緊急輸送道路沿道建築物＊の耐震化・不燃化により、災害

時における骨格的な道路ネットワークの機能を確保します。 

●道路と鉄道の連続立体交差化＊・踏切解消や橋梁の長寿命化・

耐震化により、災害時にも地域をつなぐ道路ネットワークを確保

します。 

ＡＩ やスマートフォンなどの技術を活用した日常的な社会インフラ

の点検を推進し、安全な避難空間の確保を図ります。 

●幅４ｍ未満の道路（細街路＊）について、細街路拡幅整備事業等

の活用により、拡幅整備を積極的に進めていきます。 

●道路沿いのブロック塀の倒壊による危険を低減させるため、助

成制度を活用して除却を推進していきます。 

●電柱の倒壊による道路閉塞を防ぐため、無電柱化＊を進めてい

きます。 

●屋外広告物＊の落下や倒壊等による道路閉塞を防ぐため、適正

な設置と管理を指導します。 

●建物の倒壊による道路閉塞や延焼の拡大を防ぐため、空き家の

適正な維持管理を働きかけます。

①木造住宅密集地域の解消と耐震化を進める

②災害時も機能する道路空間を確保する

＊延焼遮断帯： 市街地の延焼を阻止するため、道路、河川、公園、鉄道などと、それらの沿線に建つ不燃化された建築物により

形成される帯状の不燃空間のこと。 

・・・「新たなまちづくりの視点」による取組

マーク
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うるおいややすらぎとともに減災効果など、自然環境が有する多

様な機能を積極的に活用し、グリーンインフラに関する取り組み

を進めていきます。 

●地域の防災性の向上を図るとともに、住環境の向上を図るため、

密集住宅市街地整備促進事業＊等による防災広場の整備や適

正配置を進めていきます。 

●既存の都市公園や防災広場等の防災機能の向上を図るため、

マンホールトイレやかまどベンチ＊の設置などを進めていきます。 

目黒川や天王洲運河等は、身近な水辺空間として平常時の区有

船着場の活用を進めるとともに、災害時にも緊急輸送手段として

活用できる拠点とします。 

③みどりと水辺の多様な機能を活かして、 
まちの災害対応力を高める
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あらゆる人々が避難所生活を少しでも安全に安心して過ごせる

よう、新型コロナウイルス感染症への対応等、避難所機能や設備

の充実を図ります。 

●避難所となる施設では、災害時における飲用水とトイレの水洗化

を確保します。 

●民間の再開発などが実施される際には、備蓄倉庫などの設置を

事業者との協働により進めていきます。 

●高層マンションにおける在宅避難の実現など、減災に向けた啓発

活動を進めていきます。 

●徒歩帰宅者の発生抑制や帰宅困難者の受入れ体制づくりを地

域の関係団体や民間マンション、事業者との協働により進めてい

きます。 

●公共交通機関が利用できない災害時には、区職員の参集や緊

急点検活動等に自転車の有効活用を進めていきます。 

●がけや擁壁が崩れることによる住宅の損傷や道路の閉塞などを

防ぐため、アドバイザーの派遣や改修工事費の助成を行います。 

●東京都と協力して下水道施設の整備を進め、浸水被害の防止・

軽減を図ります。 

●雨水浸透と雨水利用を促進し、大雨時の河川や下水道管への負

荷の軽減を図ります。 

●高潮および津波からの被害を軽減するため、東京都と連携して

未整備の護岸や樋門等の整備を促進します。 

●洪水や高潮などの水害に対応する避難空間の確保を図ります。 

●区民の高潮・津波に対する防災意識を醸成するため、標高図や

海抜標示板による啓発を行います。

④災害発生時に安全な避難とスムーズな救援が 
できる環境をつくる

⑤浸水被害を最小限に抑える対策を充実する
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●被災後、早期に的確な復興を実現するため、復興後のまちづくり 

を想定するとともに、基礎データの収集・蓄積や復興体制の構築

など、復興事前準備を進めます。 

災害時の事業継続性の確保を図るとともに、住宅における災害

時の非常用電源を確保するため、自立分散型エネルギーの導入

を促進します。 

●被災後に早期に、よりよい復興を実現するために、災害が発生す

る前に、区民とのまち歩きや地図づくり体験を通じて、復興後の

まちのイメージを共有します。 

●復興に向けた迅速な対応をとれるようにするため、震災復興マニ

ュアルや都市復興マニュアルの適切な見直しを行います。 

●行政職員を対象とした都市復興模擬訓練に継続的に参加し、職

員の復興に対する対応力の向上を図ります。 

災害時の復旧・復興を迅速かつ円滑に進めるため、計画的な地

籍調査＊の実施や３Ｄ都市モデルによるインフラ情報の蓄積など、

可視化・活用の仕組みを構築していきます。 

ドローン等を活用した発災時の被害、ひとの移動・滞留等の情報

の可視化など、迅速な避難・救援を誘導するための情報伝達の

体制について検討していきます。 

●災害廃棄物の処理・処分に関する方針、手続等を区民や関係者

に周知するとともに、適切な処理を推進します。 

●東京都や民間事業者等と連携し、建築物の被災状況や廃棄物

処理施設の状況に関する情報を集約する仕組みを構築します。 

⑥復旧・復興へ機動的に対応できる体制をつくる

品川区強靭化計画 
品川区耐震改修促進計画 

品川区無電柱化推進計画 
品川区地域防災計画 
品川区災害廃棄物処理計画 

具体的な取り組みを
展開するための 

個別計画 
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方針図（防災・復興） 

安全な市街地整備の展開 

災害時にも機能が継続する広域活性化拠点や都市活性化
拠点と、地域を守る延焼遮断帯により都市の骨格を形成し、安
全な市街地を展開していきます。 

また、災害発生直後の安全確保や円滑な避難ができる空
間、スムーズな救援・物資輸送のために機能するネットワークを
確保していきます。 
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安全確保と避難 【災害時】 

輸送ネットワーク 【災害時】 
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都市計画道路の 

整備状況 

2０21（令和３）年時点 

道路率 

都市基盤

（１）都市基盤の現状

●品川区内の都市計画道路は、計画された区間（区施行・都施行・

国施行）の約６８．６％が完成しており、約９．７％が未着手となっ

ています。 

●道路率（区の総面積に占める道路（公道）の割合）は１６．９％とな 

っています。 

●幅員１２ｍ以上の広幅員道路は区東部に多くみられる一方、荏原

地区の北側や大井地区では、幅員４ｍ未満の道路が多くみられ

るため、交通基盤や延焼遮断帯＊としての整備が求められます。 

２

（出典）品川区資料より作成 

幅員別の道路の状況

（出典）「品川区幅員別路線網図（２０２１（令和３）年）」より作成 

４ｍ未満 

４ｍ以上 ６ｍ未満 

６ｍ以上 １２ｍ未満 

１２ｍ以上 
３０.０％

３2.７％

22.９％

41.９％

2３.５％

０.７％

３５.０％

３３.０％

３4.５％

2６.９％

4３.4％

０.０％

2５.６％

1９.1％

３1.７％

2０.３％

2９.７％

３５.０％

９.３％

1５.３％

1０.９％

1０.９％

３.３％

６4.３％

０％ 2０％ 4０％ ６０％ ８０％ 1００％

品川区

全体

品川

地区

大崎

地区

大井

地区

荏原

地区

八潮

地区

4.０ｍ未満 4.０ｍ以上～６.０ｍ未満 ６.０ｍ以上～12.０ｍ未満 12.０ｍ以上

地区別道路幅員別割合 
※道路面積による比率

＊
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鉄道・バスのアクセス 

通勤・通学者が見た 

品川区の魅力 

●品川区は鉄道網が発達しており、１４路線、延べ４０駅（駅名数で

は２６駅）があります。 

●鉄道駅のサービス圏域を７００ｍ（徒歩１０～１５分程度）、バス停

のサービス圏域を３００ｍ（徒歩５分程度）とした場合、区内のほ

ぼ全域がサービス圏域内となりますが、一部の住宅街に圏域外

が見られます。 

●区内への通勤・通学者（区外居住）を対象としたアンケート調査

では、“品川区の魅力”として「交通の便がよい」と評価する人の

割合が突出して高い結果となっています。 

鉄道駅とバス停のサービス圏域 乗車人員（千人／日）

（出典）「品川区地域公共交通基本方針（２０２０（令和２）年１０月）」、「東京都統計年鑑（２０１６（平成２８）年度）」より作成 

（出典）「品川区まちづくりに関する就業・就学者ＷＥＢアンケート（2０21（令和３）年７月実施）」より作成 

回答割合の高い上位５項目
（％）

（回答者数 1,００5 件）
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（２）まちづくりの主な成果 

中央環状品川線や補助２６号線が開通し、放射２号線などの

事業着手など、都市計画道路の整備が進んでいます。 

また、鉄道駅および周辺や生活道路のバリアフリー化など安

全な歩行空間の整備や細街路＊の拡幅等の道路空間の整備も

着実に進展しています。

（３）今後の課題 

●さらなる交通の円滑化、防災性の向上に向けた整備の

推進を図る必要がある 

●広域の公共交通網とともに、地域に根差した交通基盤

の整備が必要である 

●誰もが安心して移動できる都市空間の形成に向けた

取り組みを積極的に展開することが求められている

補助２６号線の開通  

細街路の拡幅  

道路のバリアフリー化

可動式ホーム柵の設置

▼道路の体系的整備

都市計画道路の 

開通 

中央環状品川線 ／ 東京湾環状線 ／ 

補助２６号線 

特定整備路線の 

事業着手 

放射２号線 ／ 

補助２８号線 ／ 補助２９号線

▼公共交通網の充実

事業認可 
羽田空港アクセス新線 

連続立体交差事業 
２０２０（令和２）年 京急本線

着工準備採択 連続立体交差事業 
２０２１（令和３）年 東急大井町線

利便性の向上 

ＪＲ・相鉄線の相互乗り入れ 

大崎西口バスターミナルの開業 

コミュニティバスの試行運行 
大井ルート

▼歩行空間・道路空間の整備

バリアフリー化 
バリアフリー基本構想を策定 

大井町駅周辺地区バリアフリー計画 ／ 
旗の台駅周辺地区バリアフリー計画

細街路の拡幅 

整備 2,4３4 箇所 
２０１3（平成２5）年度 

～２０２０（令和２）年度 

※その他、市街地再開発事業にあわせた都市計画道路・公園の整備、橋梁長寿
命化計画に基づく補修工事、老朽化した橋梁の架替え工事などが進展 

dａｔａ
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（４）まちづくりの目標 

多様なひとの移動や活動を支え、 
歩きたくなるまち 

都市活動やひと、ものの流れ、まちの安全の基盤となる幹線道路や生活道路等のネットワーク

の形成とともに、鉄道駅とまちを歩きやすいみちや使いやすい様々な移動手段でつなぎ、誰も

が出かけたくなる、歩きたくなる環境を充実させていきます。

これからのまちづくりのポイント

●出かけたくなる、歩きたくなるまちの実現 

●多様な交通手段が利用できる移動ネットワークの高度化 

●空間の柔軟な活用によるにぎわいの創出 

●先端技術を用いた交通モードの活用 

①先端技術を活用した道路や橋梁のモニタリング・安全点検 
②交通の円滑化に資する道路ネットワーク 

③駅とまち、暮らしをつなぐ交通結節点 
④目的や移動距離に応じた多様な交通モード 
⑤情報を介した切れ目のない移動サービスの利用 

⑥充実した広域交通ネットワーク 
⑦ひとに着目した道路空間の再編 

⑧次世代の交通・配送を実装するための拠点と移動空間 
⑨身近な駅を起点としたバリアフリールート 
⑩自転車を快適に利用できる空間 

１ 

２ 

４ 

６ 

８ 

９ 

３ 

５ 

７ 

１０
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（５）方針と取り組み

●さらなる交通の円滑化と防災性の向上に向け、都市計画道路の

整備を促進します。 

●優先的に整備をする路線として指定されている都市計画道路の

早期着手と整備を促進します。 

●再開発事業などの面的なまちづくりにあわせ、都市計画道路の

整備を進めます。 

●橋梁の安全性と機能性の向上を図り、災害時に寸断することが

ないよう適切な維持・管理を行います。 

①骨格となる道路ネットワークをつくる

・・・「新たなまちづくりの視点」による取組

マーク
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●身近な生活道路を安心して通行できるよう、拡幅整備や交差点

改良を進めます。 

●快適な自転車の利用環境を形成するため、安全な自転車走行空

間＊の確保を進めます。 

●道路上などに自転車等が放置されないよう、再開発事業などと

あわせて自転車等駐車場の整備を進めます。 

再開発事業等にあわせた道路やデッキ等の整備により、駅とまち

をつなぐ安全で快適な歩きたくなる歩行空間や道路ネットワーク

の形成を推進します。 

●快適な歩行者空間を確保するため、一定規模の建築にあたって

は、歩道状スペースの確保を促進します。 

●障害のあるひとやベビーカー利用者が安心して移動できるよう、

ユニバーサルデザイン＊に配慮した歩道の段差解消や視覚障害

者用誘導ブロックの整備を進めるとともに、音響式信号機などの

設置を促進します。 

道路空間や再開発事業などで生まれた空間を柔軟に活用し、イ

ベントやオープンカフェなどのにぎわい空間を創出します。 

あらゆるひとが快適に移動できるよう、コミュニティバス＊やシェ

アサイクル＊などのフィーダー交通＊の充実を進めます。 

道路や橋梁の安全性および機能性を維持するため、ＩＣＴ＊や先

端技術を活用した社会インフラの点検システムや、利用者による

損傷・不具合の投稿システムを積極的に活用します。 

②多様なひとの移動や回遊を支える環境を充実する

＊フィーダー交通 ： 交通機関の支線を指し、幹線交通に交通を集中したり、幹線交通から交通を分散したりする役割を持つ。
鉄道の場合には、バスやタクシー、シェアサイクルなどの端末交通が、道路では幹線道路に接続する補助

幹線道路や区画道路がこの役割を担う。 
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●広域連携軸として、羽田空港への鉄道の利便性の向上を図るた

め、羽田空港アクセス線における新駅を要望するための検討な

どに取り組みます。 

●羽田空港アクセス線の西山手ルートが具体化した際には、大井

町・大崎駅への停車について働きかけます。 

●京浜臨海部方面への鉄道の利便性の向上を図るため、東海道

貨物支線の貨客併用化の早期実現に向けて働きかけます。 

高齢者や障害者等の鉄道利用時の移動等の負担を軽減するた

め、駅のバリアフリールートの２ルート確保に向け、鉄道事業者と

協力して整備を促進します。 

●鉄道をより一層安全に利用できるよう、可動式ホーム柵の未導

入駅における設置を鉄道事業者と協力して促進します。 

●区内の一部地域において、鉄道や路線バス等の公共交通が不

便な地域があることから、鉄道網および路線バスの利便性向上

を図りつつ、地域に根差したコミュニティバスの運行を進めます。 

●広域的な連携・交流を促進するため、羽田空港や主要地方都市

等を結ぶバスの運行を支援します。 

●利用者の増加等により混雑が著しい駅については、混雑緩和に

向けた対策について鉄道事業者と協議を進めます。 

③鉄道やバスなど、公共交通の利便性をさらに高める

＊
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●京浜急行本線の北品川駅付近では、駅周辺の混雑解消や周辺

地域の回遊性の向上のため、連続立体交差事業＊や駅前広場の

整備を進めます。 

●東急大井町線の戸越公園駅付近には、短い区間に６か所の開か

ずの踏切があり、これらの踏切解消とともに、周辺まちづくりも一

体的に整備を進めます。 

まちの回遊性を向上するため、次世代の多様なモビリティを活用

できる道路空間の再編・整備や柔軟な活用を進めます。 

鉄道や路線バス等の既存の公共交通に加え、コミュニティバス＊

やシェアサイクル＊等を含め、最適な移動手段を選択できるよう

に、ビッグデータ＊や ＩＣＴ＊（情報通信技術）を活用した境目のな

い移動サービス（MａａＳ＊）を展開します。 

自動運転の普及を図るため、自動運転車両の運行を補助する磁

気マーカー等の自動運行補助施設の設置などを進めます。 

ものの移動手段の高度化を図るため、ドローンや宅配ロボットな

どを活用した配送拠点の整備を促進します。 

④踏切をなくし、地域がつながるまちづくりを進める

⑤次世代の技術でひと・ものの移動をより円滑にする

品川区地域公共交通基本方針 
橋梁長寿命化修繕計画 
旗の台駅周辺地区バリアフリー計画 

大井町駅周辺地区バリアフリー計画 
品川区総合治水対策推進計画 
品川区交通安全計画 

具体的な取り組みを
展開するための 

個別計画 

＊MａａＳ （マース）： Mｏｂｉｌｉｔｙ ａｓ ａ Ｓｅrｖｉｃｅ（サービスとしての移動）の略。地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位で
の移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・
決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携に

より、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるもの。 
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方針図（都市基盤） 

幹線道路ネットワークの形成 

広域交通を処理する主要幹線道路、地区内交通や通過交通
の処理を担う地区幹線道路など、機能に応じた体系的な幹線
道路の整備を進めます。 

また、駅を中心として、公共交通・徒歩を基本とした移動環境
を充実させていきます。 
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公共交通・徒歩を基本とした移動環境 
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品川区内の公園数 

と一人当たり面積 

みどり率＊

水とみどり

（１）水とみどりの現状

●区内には大小２８０の公園等があり、総面積は１３７．２ｈａで、区

民一人当たりの面積に換算すると３．３９㎡／人となります。 

●都立公園や都立海上公園が整備された八潮地区が突出して高

い値（６２．６２㎡／人）となっており、地区の偏りが見られます。 

●大崎地区は０．５２㎡／人であり、身近な公園は少ない状況です。 

●品川区のみどり率は２１．１％であり、樹木被覆地（公園以外）の

面積が１９９．８ｈａで最も多くを占めています。 

●公園の面積は１３６．９ｈａで、区全体のみどりの約３割となってい

ます。 

３

1９９.８ｈａ

５4.７ｈａ1３.３ｈａ

９０.３ｈａ

1３６.９ｈａ

品川区の

みどりの

内訳

樹木被覆地

（公園以外）

草地

（公園以外）

屋上緑地

(公園以外）

水面

（公園以外）

公園

（出典）「みどりの実態調査（２０２０（令和２）年３月）」より作成 

（出典）「しながわの公園（２０２２（令和４）年度」より作成 

2８０

６６

３4

５７

11３

1０

３.３９ 2.14

０.５2

2.５８ 1.2５

６2.６2

０

1０

2０

３０

4０

５０

６０

７０

０

５０

1００

1５０

2００

2５０

３００

品川区 品川地区 大崎地区 大井地区 荏原地区 八潮地区

（㎡／人）（箇所）

公園数 一人あたりの公園面積（㎡／人）
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水辺沿いの居住人口 

目黒川の水質改善 

●水辺沿い※には、２０１５（平成２７）年時点で２０万人近くのひとが

居住しており、その人口は年々増加を続けているため、身近なや

すらぎ、憩い、活動する空間としての整備・活用が期待されてい

ます。                    ※河川・運河沿いの５００ｍの範囲

●目黒川の水質は、環境基準値を超えることなく推移していますが、 

水辺の利活用を進め、区民が水と触れ合える環境を回復・充実

させるためには、さらなる水辺の環境改善が求められます。 

０.０

1.０

2.０

3.０

4.０

5.０

6.０

7.０

８.０

9.０

2０1０

(Ｈ22)

2０11

(Ｈ23)

2０12

(Ｈ24)

2０13

(Ｈ25)

2０14

(Ｈ26)

2０15

(Ｈ27)

2０16

(Ｈ2８)

2０17

(Ｈ29)

2０1８

(Ｈ3０)

2０19

(Ｈ31)

（ｍｇ/Ｌ）

(年度)

市場橋 居木橋 昭和橋 環境基準値

（出典）「品川区水辺利活用ビジョン（２０２０（令和２）年５月）」より作成 

（年）

（出典）品川区資料より作成 

ＢＯＤ＊(ｍｇ/Ｌ)

＊ＢＯＤ： Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｍａｎd の略。生物化学的酸素要求量のことで、河川や工場排水の有機物による汚濁状

況を図る代表的な指標。 
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（２）まちづくりの主な成果 

水辺空間の整備や特色ある公園整備等によって、水とみどりの

ネットワークが充実しました。２０２２（令和４）年３月に水とみどりの

基本計画・行動計画を改定し、さらなる推進を図ることとしています。 

防災機能を有する公園整備のほか、子どもたちのアイデアを活

かした公園整備や民間建物における緑化が進むとともに、水辺の

回遊性向上に向けた取り組みが進んでいます。

（３）今後の課題 

●身近な地区の公園・みどりの空間の充実が求められて

いる 

●民有地のみどりの保全・創出を図る必要がある 

●居心地のよい水辺環境の充実と水質の改善が求めら

れている 

●子ども等のアイデアを活かした、多様なニーズに対応

できる公園・水辺空間の活用が期待されている 

しながわ花海道

京浜運河緑道公園 

しながわ区民公園

市街地再開発事業により創出された 

緑地空間

▼特色ある公園の整備 

防災拠点の整備 しながわ中央公園 2０17（平成２９）年 拡張

特色ある公園の 

整備・改修 

新設 約 2.4 

改修 約 1６ 

万㎡

万㎡ 

２０１3（平成２5）年度 
～２０２０（令和２）年度

大井坂下公園 ２０２１（令和３）年オープン

子どもたちのアイデア等を活かした 
インクルーシブ公園 

しながわ区民公園 
利用ニーズにあわせた段階的な再整備

▼緑化の推進 

緑化指導 

接道部 約４５

敷地内 約８５

屋  上 約 ６

ｋｍ 

万㎡ 

万㎡ 

２０１3（平成２5）年度 

～２０２０（令和２）年度

緑化助成
屋  上 約１８ 

生  垣 約３０ 

件 

件 

2０1８（平成 3０）年度 

～２０２０（令和２）年度

▼水辺の活用 

親水空間の整備

ボードウォーク（天王洲地区） 
護岸施設の整備にあわせた親水施設の整備

緑道公園（八潮地区） 
護岸との一体的に整備

dａｔａ
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（４）まちづくりの目標 

水とみどりから居心地のよい 
空間がつながり、広がるまち 

目黒川や臨海部の運河等の水辺や公園・緑地等などは、災害時の避難・物資輸送の拠点・ル

ートとしての機能のほか、多様な機能が最大限発揮できるよう整備や維持管理を進めます。 

そして、公共の水辺やみどりの空間とつながる多様なオープンスペースの創出を誘導し、心

地よい風の流れるまち、居心地のよい場所が広がるまちを目指します。 

これからのまちづくりのポイント

●多様な機能を持った水とみどりの積極的なまちづくりへの活用 

●目黒川や臨海部といった水辺資源を一層活かした空間整備 

●子育て期のファミリーが住みたくなる個性ある公園等の魅力の充実 

●区民や事業者と一体となった良好なうるおいのある住環境の創出

①歴史性や風土を伝えるみどりの保全 

②ひととみどりが触れ合える機会の創出 
③歩くことが楽しくなる四季を感じられるみち 
④水質が改善された川や運河で楽しめるアクティビティ 

⑤再開発等によって生まれる憩いの空間 

⑥生物多様性に配慮した質の高い空間 
⑦観光・交流によるにぎわいをもたらす水辺空間 
⑧水とみどりのネットワークの充実 

⑨新たな生活様式に対応したオープンスペース 

作成中 

１ 
２ 

３ 

５ 

６ 

７ 

８ 

４ 

９ 
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（５）方針と取り組み

●まとまりのあるみどりを有する大規模な公園・緑地、目黒川や天

王洲運河、京浜運河、勝島運河等の水辺空間など、豊かな自然

の保全と創出により、水とみどりのネットワークを形成します。 

●再開発事業などの面的なまちづくりにあわせ、公園や公開空地＊

などのみどりを有するオープンスペースの確保を進め、厚みと広

がりのある豊かなみどりを創出します。 

●目黒川や立会川、勝島運河などの水質改善を図るため、都や関

係する区と連携して河川の底に溜まった汚泥の浚渫
しゅんせつ

＊・清掃や、

合流式下水道＊の改善等を進めていきます。 

●水辺に親しめる空間を創出するため、運河や河川と一体的な公

園・緑地の整備を進めるとともに、公園の池や湧水を活用した水

辺空間の整備を進めるなど、区民の憩いの場となる空間を拡大

します。 

多様なニーズに対応した、より魅力ある都市公園を創出するた

め、Ｐａrｋ-ＰＦＩ 制度＊などの民間の力の活用を進めていきます。 

●生物多様性に配慮されたひとと生物にやさしい質の高い空間を

形成するため、まとまりのあるみどりを有する公園・緑地や生物

生息空間の保全・再生を進めていきます。 

●地域の身近な場所にみどりを確保するため、借地公園や民設公

園の活用、民有地緑化制度の見直し・充実を進めていきます。 

新型コロナ危機を契機としたテレワーク＊の拡大など、新たな生

活様式によって生じたニーズに対応するため、みどり豊かな公園

などに、民間活力の導入にあわせて通信環境などの整備を進め

ていきます。 

●まちなかをみどり豊かにするとともに、ヒートアイランド＊現象の緩

和を図るため、一定規模の建築にあたっては、屋上緑化や壁面

緑化などのみどりの創出を誘導します。 

①うるおいとやすらぎをもたらす水とみどりの 
ネットワークを充実する

②まちなかの身近なみどりを充実させる

＊Ｐａrｋ-ＰＦＩ制度： 公園管理者が設置する都市公園内で飲食店・売店等の公園の利用者の利便向上に資する施設（公募対象

公園施設）と、当該施設から生ずる利益を活用してその周辺の広場・遊具等（特定公園施設）の整備・改修
等を一体的に行う民間事業者を公募により選定する「公募設置管理制度」のこと。 

・・・「新たなまちづくりの視点」による取組

マーク
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●住宅地においてみどり豊かな街並みを形成するため、住宅の敷 

地や駐車場の生垣・植栽などの整備に対する助成を促進します。 

道路の整備にあたっては、連続した緑陰による快適な歩行空間

の形成や防災・減災への活用など、多様な機能を持った街路樹

を適切に配置します。 

●寺社の境内に残された樹木など、地域の歴史や風土を伝えるみ

どりを保全するため、「品川区みどりの条例」に基づき、保存樹木

の新規指定を進めていくとともに、樹木の維持管理を支援します。 

●ひとがみどりと触れ合える機会を創出するとともに、水とみどりの

日常的な維持管理への区民の参加を促進するため、ボランティ

ア活動への参加を働きかけます。 

●江戸の名所や大名下屋敷跡の地形など、地域の歴史や風土を

伝える水とみどりを保全・活用します。 

●広く区民に愛される公園を整備するため、子どもたちのアイデア

等を活かしながら、障害の有無にかかわらず、みんなで一緒に遊

べる公園づくりを進めていきます。 

●目黒川沿いの桜並木など、水辺とみどりの魅力を発信します。 

●しながわ水族館のリニューアルにあわせて、しながわ区民公園と

一体的な魅力向上を図り、海水を利用した人工湖「勝島の海」な

どの環境と調和した美しい水辺を体感できる空間を創出します。 

●勝島運河周辺の回遊性を向上するため、人道橋の整備などを進

めます。 

水辺の拠点として船着場等のにぎわいを創出するとともに、水上

タクシーや観光船による舟運の実施、災害時の物資輸送ルート

として、水辺空間を最大限活用します。 

●水上アクティビティが楽しめる水辺空間や活動拠点となる施設づ

くりを検討します。 

●運河ルネサンス協議会などのまちづくり組織のイベントなど、地

域主体のにぎわい創出を支援するため、観光・交流の軸となる空

間を整備します。 

自然環境が持つ機能を引き出し、防災・減災、地域振興などグリ

ーンインフラを多面的に活用します。  

③品川らしさを感じられる水とみどりを保全・活用する

品川区水とみどりの基本計画・行動計画 
品川区水辺利活用ビジョン 
品川区公園施設長寿命化計画 

新・水とみどりのネットワーク構想 

具体的な取り組みを
展開するための 

個別計画 
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水とみどりの保全・創造・活用 

方針図（水とみどり） 
目黒川や大名下屋敷を起源とする公園、埋立によって整備さ

れた水辺や公園など、品川区らしさを感じられる水とみどりのネ
ットワークを軸として、心地よい風が流れ込むよう、まちにみどり
やオープンスペースを広げていきます。 
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街並み形成のための 

建物の修景＊件数 

（街なみ環境整備事業） 

ライトアップされた橋梁 

都市景観 

（１）都市景観の現状

●旧東海道品川宿地区（品川区景観計画＊・重点地区）では、地域

の歴史や個性を活かした街並み形成のため、旧東海道にふさわ

しい建物の修景に対して費用の一部を助成しており、累積で３６

件に達しています。 

●しながわの歴史や個性を感じることができる街並みの維持・創出

に期待する声が高まっています。 

●目黒川や京浜運河では、「ヒカリの水辺プロジェクト」としてライト

アップ施設が整備された橋梁は１３にのぼり、多くの人でにぎわう

観光・交流の軸となることが期待されています。 

４

３

７

1０

1３

1６

21

2６

３1

３4
３６

０

５

1０

1５

2０

2５

３０

３５

4０

2０12

（Ｈ24）

2０1３

（Ｈ2５）

2０14

（Ｈ2６）

2０1５

（Ｈ2７）

2０1６

（Ｈ2８）

2０1７

（Ｈ2９）

2０1８

（Ｈ３０）

2０1９

（Ｒ1）

2０2０

（Ｒ2）

2０21

（Ｒ３）

（件）

（年）

（出典）品川区資料より作成 
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区内の延べ宿泊者数 

無電柱化＊区間の延長 

２０１９（平成３１）年３月時点 

●区内の延べ宿泊者数は２００万人前後で推移し、外国人延べ宿

泊者数においては増加傾向にあります。 

●商店街や歴史的な建造物、神社・お寺とともに味わいを感じる界

隈の魅力や古くからのまつり（神輿）などを活かして、多くの来訪

者を惹きつけ、滞在・回遊を楽しめるまちにしていくことが求めら

れています。 

●区道約３２９ｋｍのうち、無電柱化の完了区間・事業中区間の延

長は、約２３.３ｋｍとなっており、安全・安心で良好な街並みが増

えるよう、さらなる事業の推進が求められています。

（出典）観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成 

（年） 
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（２）まちづくりの主な成果 

まちの歴史、水辺・みどり、アートが映える街並み、良好な住宅地、

にぎわいある商店街など、景観計画＊における重点地区の指定や

地区計画＊、店舗の修景＊等を通じて街並み景観の保全や地区の

魅力を高める景観形成が進みました。

（３）今後の課題 

●歴史ある景観資源を活かし守る積極的な取り組みが

求められている 

●新たなまちの景観資源の発掘や磨き上げの重要性が

高まっている 

●良好な都市景観の形成に向けた区民や事業者との協

力体制を確立する必要がある 

旧東海道

 目黒川沿いのライトアップ 

武蔵小山商店街  

天王洲アイル  

▼良好な景観形成 

景観計画 

重点地区の指定 

 2０11（平成２３）年４月 

旧東海道の歴史と文化を伝え、賑わいを創出する
景観づくり

大崎駅周辺地区    2０16（平成２８）年９月

目黒川の水辺・みどりと都市景観が調和した、新
しさと安らぎのある景観づくり 

武蔵小山周辺地区  2０1８（平成３０）年６月 

賑わいがあり歩いて楽しく、生き生きとした活力

が感じられる街並みの形成 

天王洲地区        2０19（令和元）年１０月

まち全体がミュージアムのような天王洲 ＩＳＬＥ（ア
イル）

水辺空間の緑化 
目黒川・立会川 

「水辺千本桜計画」による桜の植樹が既存の桜と
あわせて１，０００本に到達

不法な看板撤去 

（屋外広告物条例）

貼り紙・立看板 

約 ７０ 万枚 

２０１3（平成２5）年度 

～２０２０（令和２）年度

電線類の地中化
環状６号線 

戸越銀座商店街 など

dａｔａ
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（４）まちづくりの目標 

地域固有の界隈性を楽しみ 
魅力・活力を継承創造するまち 

旧東海道や戸越公園、寺社等の歴史的資源や戸越銀座等の商店街、目黒川沿いの桜並木

など、地域固有の資源や特性を活かして、多様なひとをひきつけ、まちを訪れ、歩き、滞在し、体

験・交流の広がりによって、景観とともに新しいまちの魅力・価値を創造するようなまちを目指し

ます。

これからのまちづくりのポイント

●既存ストックを活用した魅力ある景観の創出 

●歴史と文化を体感できるまちづくり 

●区外のひとも楽しめる滞在・交流空間づくり 

①観光客をもてなす多様なイベント 
②近代的なビルを背景にした風情ある街並み 
③新しい魅力を彩るストリートアート 

④地域で生み出すにぎわい 
⑤魅力を楽しめる水辺のライトアップ 

⑥海から眺める臨海部の景観 
⑦移動しながら楽しめる景観 
⑧デザインと機能性を兼ね備えた公共サイン 

⑨歴史と文化を受け継ぐ旧東海道 
⑩にぎわいのある連続的な商店街 

作成中 

１ 

３ 

６ 

８ 

７ 
２ 

９ 

５ 

４ 

１０
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（５）方針と取り組み

●旧東海道品川宿は、景観計画＊の重点地区として、歴史的景観

資源を守るとともに、店舗等については宿場町の雰囲気と調和

したデザインに修景＊します。 

●大名庭園の面影を留める戸越公園周辺の住宅地では、歴史・文

化的な落ち着きのある住宅地景観の形成を誘導します。 

●区の歴史を伝える大名下屋敷跡地や寺社周辺等は地域固有の

景観資源であり、隣接する敷地やその周辺では、敷地内の緑化、

協調性のある建築物等の採用等、歴史的な雰囲気と調和した街

並み形成を促進します。 

●景観まちづくりの機運の高い地区については、区民と区との協働

により、景観形成のためのルールの検討や景観計画における重

点地区の指定を検討します。 

●中高層建築物については、隣接する建築物と急激な高さの変化

が生じないよう、スカイライン＊の連続性に配慮するとともに、色

彩やデザインが調和した街並みが形成されるよう誘導します。 

●区民や来訪者にわかりやすい案内や情報提供を行うため、景観

に配慮したデザインと機能性を兼ね備えた公共サインの整備を

進めていきます。 

●屋外広告物＊については、商店街のにぎわいや個性の創出と良

好な景観形成が調和するよう、商店街ごとのルールづくりを支援

します。 

●商店街や駅周辺などのにぎわいのある都市景観を形成するとと

もに、歴史的な景観や水辺などの良好な景観を保全するため、

無電柱化＊を進めていきます。 

●再開発事業などの面的なまちづくりが進められている地区では、

地区の特性に応じた魅力ある景観の形成を促進します。 

①歴史あるまちの景観を守り、継承する

②にぎわいと調和のとれた景観を創出する

・・・「新たなまちづくりの視点」による取組

マーク
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●良好な住宅地景観を形成するため、地域の特性に応じた地区計

画＊の導入など、街並みや景観のルールづくりを促進します。 

●建物の高さを揃えることで、統一感のある街並みを形成するた

め、街並み誘導型地区計画＊等の導入を促進します。 

●水辺の建物の建替えや開発の機会を捉え、水辺の散策路や水

上からの視点に配慮した建築物の配置、水辺を活かした開放感

のある景観の形成を誘導します。 

●品川区を訪れるひとにとって印象的で魅力的な連続性のある風

景が楽しめるよう、観光施策と連携した景観を形成します。 

●品川歴史館の改修やしながわ水族館のリニューアルを機に、勝

島運河をはじめとした周辺地域との一体性や回遊性を高め、品

川らしさを感じる空間を創出します。 

新たなまちの魅力を創出するため、まちなかにパブリックアート＊

やストリートファニチャー＊を配置するなど、地域と調和し楽しめ

る空間を形成します。 

目黒川や天王洲アイルなど、イルミネーションやライトアップによ

る夜間景観の演出により、まちの新たな魅力を創出します。 

④移動しながら楽しめる景観を演出する

③良好な住宅地景観を保全・誘導する

⑤多様なひとをひきつけ、新たな魅力となる景観を 
創出する 

品川区都市型観光プラン 
品川区景観計画 
しながわ景観ガイドプラン 

具体的な取り組みを
展開するための 

個別計画 
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 “しながわ”らしい都市景観の形成 

方針図（都市景観） 
まちの歴史や資源とともに育まれた固有の界隈性、水とみど

りが映える臨海部の景観など、地域それぞれの魅力を感じら
れる都市景観を形成します。 

旧東海道や水辺、拠点市街地、商店街など、“しながわ”らし
さを感じる地区では、その魅力を楽しめるような重点的な取り
組みを展開します。 
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太陽光発電設備設置率 

地域冷暖房施設 

環境・エネルギー

（１）環境・エネルギーの現状 

●太陽光発電設備の設置率は、ほとんどのエリアで５％未満であ

り、蓄電池も含めて、家庭に普及・拡大していくことが期待されて

います。 

●大崎、大井町、天王洲アイル、品川シーサイドの各駅の周辺など

区内６箇所において、地域冷暖房が導入または導入検討されて

おり、開発等を契機に広がっていくことが期待されています。

５

（出典）「東京都太陽光発電設備現況調査」より作成 
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環境負荷の少ない 

交通の利用環境 

公共施設の再生可能 

エネルギー利用 

●区内では、シェアサイクル＊ポートが ２０２２（令和４）年８月時点

で、９１箇所整備されています。 

●２０２２（令和４）年９月時点で、電気自動車の充電施設（ＥＶステ

ーション）は２０箇所、水素ステーションは２箇所整備されており、

走行時にＣＯ２等の排ガスを出さない自動車の利用環境を充実

させていくことが求められています。 

●区では、温室効果ガス削減目標を達成するため、温暖化対策の 

一環として、再生可能エネルギー＊の利用拡大にむけて、９つの

区有施設で使用する電気を再生可能エネルギー１００％の電気

に切り替えています。 

●２０２１（令和３）年度は、年間１，１１９トンのＣＯ２（スギの木の年間

ＣＯ２（吸収量換算で１２万９千本分）を削減しており、今後のさら

なる導入拡大が求められています。 

（出典）品川区調べ
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（２）まちづくりの主な成果 

地域冷暖房の導入や大崎における環境配慮型外装システム（世

界初の採用）、区有建築物における再生可能エネルギー＊導入など、

開発や公共施設整備にあわせた低炭素化の取り組みが進んでい

ます。環境学習交流施設「エコルとごし」のＮｅａｒｌｙ ＺＥＢ＊認証取得

（都内公共施設初）を筆頭に、他施設でも認証取得をするなど脱炭

素の先進的な取り組みを継続して行っています。

（３）今後の課題 

●環境に対する先進的な取り組みの積極的な展開が求

められている 

●交通や水とみどりが担うべき環境への取り組みを加速

する必要がある 

●大規模なビルだけでなく、住宅レベルでの取り組みの

重要性が高まっている

＊ＺＥＢ（ゼブ）： ｎｅｔ Ｚｅrｏ Ｅｎｅrｇｙ Ｂｕｉｌdｉｎｇ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略。快適な室内環境を実現するとともに、空
調、照明等に必要なエネルギーを極力減らしながら、創エネによって使用するエネルギーを創出することによ
り、年間の一次エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロにすることを目指した建築物。 

▼脱炭素を先導する建築・開発 

高効率な面的 
地域冷暖房  区内５地区で導入 

品川八潮(八潮団地)、南大井六丁目（大森駅付

近）、東品川二丁目（天王洲アイル）、大崎一丁目
（大崎駅付近）、東品川四丁目（品川シーサイド） 

Ｎｅａrｌｙ ＺＥＢ 

（ニアリーゼブ） 

の認証取得 

環境学習交流施設「エコルとごし」 
都内の公共建築物で初となる建築物省エネルギ
ー性能表示制度（ＢＥＬＳ）の認証を取得

環境配慮型の 

建築・開発 

環境配慮型外装システム 
大崎ではじめて、環境配慮型外装システムを採
用したビルを建設

▼環境配慮型の住まいづくり 

太陽光発電

の導入支援 
助  成 ２７７ 件 

２０１3（平成２5）年度 

～２０２０（令和２）年度

長期優良型住宅 認  定 ６８６ 件 
2０1８（平成 3０）年度 
～２０２０（令和２）年度

▼環境負荷の少ない交通の利用環境の充実 

シェアサイクル 
サイクルポート 

区内で８５箇所のポートと７２７台分のラック設置 

※2０21（令和３）年３月時点

電気自動車 
充電スタンド（ＥＶステーション） 

区内各地の公共施設や民間施設での設置が進展

dａｔａ
エコルとごし

環境配慮型外装システムが

採用されたビル

区有建築物に設置された
ソーラーパネル

電気自動車充電スタンド

（ＥＶステーション）
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（４）まちづくりの目標 

エネルギーを効率よく 
使いながら快適に暮らせるまち 

目黒川や運河などの水辺都市開発や建物更新の機会を捉え、拠点や住宅を中心とした市街

地などの特性にあわせて、創エネルギー＊・省エネルギーの技術導入を図るなど、大規模災害時

の自立性確保等も想定しながら、地域エネルギーを効率よく使えるまちを目指します。

これからのまちづくりのポイント

●先端技術を活用したエネルギー利用の高度化 

●低炭素から脱炭素化への取り組みの強化 

●地区・街区レベルでのエネルギー利用の推進 

①街区レベルのエネルギーマネジメント 

②環境学習交流施設での環境に関する体験や学習 
③地域の脱炭素化のモデルとなる公共施設 
④住宅での再生可能エネルギーの導入 

⑤木材の利用促進 

⑥環境負荷の少ない次世代交通の利用 
⑦雨水タンクによる雨水利用 

作成中 

１ 

２ 

５ 

６ 

４ 

３ 

７ 
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（５）方針と取り組み

●地域特性を踏まえた未利用・再生可能エネルギー＊のポテンシャ

ルを可視化し、実用化に向けたあり方（戦略）を検討します。 

●エネルギーを効率的に利用するため、建築物が集積する拠点に

おいては、地域冷暖房施設などの高効率な面的エネルギーシス

テムやコージェネレーションシステム＊の導入を促進します。 

●街区レベルの再開発等を契機としてエネルギーの効率的な利用

を図るため、エネルギーを融通し合う、スマートエネルギーネット

ワークの構築等によるエネルギーマネジメントを検討します。 

公共施設の整備や再開発事業などの機会を捉え、省エネと創エ

ネ＊を組み合わせたＺＥＢ＊やＺＥＨ＊など環境に配慮した建物の

整備を促進します。 

●戸建住宅や中高層建築物への再生可能エネルギーの導入を促

進するため、ソーラーパネルや蓄電池などの設置費用を支援しま

す。 

家庭、ビル・事務所での節電効果を高めるため、使用しているエ

ネルギー量を見える化する、ＨＥＭＳ＊の導入を促進します。 

ＣＯ２吸収源として健全な森林を整備・保全するため、公共施設

や民間建築物への木材の利用を促進します。 

●水資源の有効活用を図るため、公共施設における雨水貯留槽の

整備や個人住宅における雨水タンクの設置を促進します。 

●建築資材の循環利用を図るため、建設副産物の再生利用、およ

び再生骨材コンクリートなどの再生資材の利用を促進します。 

①地域特性に応じたエネルギー利用を進める

②建築物における省エネ・創エネと効率的な 
エネルギー利用を進める

③建物更新や公共施設整備等の機会を捉えた 
資源循環に貢献する

＊コージェネレーションシステム： 発電とともに発生した熱を、冷暖房や給湯などに利用するシステムで、エネルギーの効率的利用を図ることが
可能。 

＊ＺＥＨ（ゼッチ）： ｎｅｔ Ｚｅrｏ Ｅｎｅrｇｙ Ｈｏｕｓｅ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略。快適な室内環境を実現するとともに、空
調、照明等に必要なエネルギーを極力減らしながら、創エネによって使用するエネルギーを創出することによ
り、年間の一次エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロにすることを目指した建築物。 

・・・「新たなまちづくりの視点」による取組

マーク
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●ＣＯ２の排出を抑えるため、公共交通や電気自動車によるカーシ

ェアリング、シェアサイクル＊の利用を促進します。 

●ＣＯ２を排出しない電気自動車や燃料電池自動車＊などの導入を

促進します。 

●電気自動車や燃料電池自動車＊の普及に向けて、まちなかに電

気自動車の充電スポットや水素を充てんする水素ステーションな

どの設置を促進します。 

臨海部における市街地再開発などにおいては、東京湾からの海

風を目黒川に通してまちなかに取り込む「風の道＊」を意識した

建物配置を検討します。 

市街地のみどり空間を創出するため、屋上緑化や壁面緑化を促

進するとともに、微細ミストなどの環境技術の導入によるヒートア

イランド＊対策を推進します。 

●道路の温度上昇を緩和するため、保水性舗装＊および遮熱性舗

装＊の保全を進めていきます。 

④環境負荷の少ない次世代交通を利用しやすい 
環境をつくる 

⑤水やみどりを活かしてヒートアイランドを緩和する

品川区環境基本計画 
品川区職員環境行動計画 具体的な取り組みを

展開するための 
個別計画 

＊保水性舗装： 雨の日などに吸収した水分を晴れた日に蒸発させ、気化熱を奪うことにより、道路に水をまいた時と同じように
して、道路の表面温度を低下させることができる舗装。 

＊遮熱性舗装： 舗装の表面に赤外線を反射させる樹脂を塗布することなどにより、一般的なアスファルト舗装に比べ夏季にお

ける昼間の路面温度を１０度以上低減できる舗装。 
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環境まちづくりの展開 

方針図（環境・エネルギー） 広域活性化拠点・都市活性化拠点、周辺市街地、臨海部等
の地域の特性や土地利用、大規模開発のポテンシャルなどに
応じて、効率的なエネルギー利用や省エネ・創エネなどの取り
組みを進めていきます。 
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コラム 品川区の環境学習・交流の拠点「エコルとごし」 

子どもたちをはじめ多くの方が体験を通じて環境を楽しみながら学び、活動の輪を広げ

る施設として、２０２２（令和４）年５月に「エコルとごし」がオープンしました。 

都内の公共建築物で初となる建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）の「Ｎｅａrｌｙ 

ＺＥＢ（ニアリーゼブ）」認証を取得しました。

●９１％のエネルギー量の削減の見込み ※基準となる建築物との比較

太陽光発電：１日当たり約２１５Ｋｗｈ（一般家庭の約１１世帯分）

蓄 電 池：災害時に一部の照明や機器へ電源を供給(平時は夜間電力として使用) 
壁 面 緑 化：夏場に室温を下げる効果 
空 調 設 備：地中熱の利用、効率的な空調で空調負荷を低減 

〔環境配慮技術の導入〕 

() 

(出典：エコルとごしホームページ)
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住宅総数と 

空き家率の推移 

築年数別住宅数 

都市生活と住まい

（１）住宅をめぐる現状 

●２０１８（平成３０）年の住宅総数は２４３，０８０戸で、増加傾向にあ

ります。 

●空き家率は９．８％で、２００８（平成２０）年の１１．７％をピークに

減少傾向にあります。 

●１９８０（昭和５５）年以前（旧耐震基準＊）で建てられた住宅は、１５

年間で約５万４千戸から約３万６千戸へ減少しています。 

●２０年を超える築年数の住宅は約８万９千戸で全体の半数近くを

占めており、今後の老朽建物の増加が懸念されます。 

1７０,９1０ 

1８９,14０ 

21３,０５０ 
22７,５９０ 

24３,０８０

1７,11０ 
2０,41０ 24,８９０ 2５,９３０ 2３,８６０

1０.０％

1０.８％

11.７％

11.4％

９.８％

８.５％

９.０％

９.５％

1０.０％

1０.５％

11.０％

11.５％

12.０％

０

５０,０００

1００,０００

1５０,０００

2００,０００

2５０,０００

３００,０００

1９９８年

（平成1０）

2００３年

（平成1５）

2００８年

（平成2０）

2０1３年

（平成2５）

2０1８年

（平成３０）

住宅総数 空き家数 空き家率

（年） 

（戸数） （％） 

６

（出典）総務省「住宅・土地統計調査（２０１８（平成３０）年）」より作成 

12,2３０

22,９９０

24,4５０

３1,０７０

３５,８００

4７,０３０

1６,９1０

1７,９4０

1７,12０

21,2７０

22,1５０

12,７６０

2３,1７０ 2０,０4０ 1５,０９０

０ 2０,０００ 4０,０００ 6０,０００ ８０,０００ 1００,０００ 12０,０００ 14０,０００ 16０,０００ 1８０,０００ 2００,０００

2０1８(Ｈ3０)

2００3(Ｈ15)

S46～S55S45以前 S56～H2 H3～H7 H8～H12 H13～H17 H18～H22 H23～H27 H28～H30.9
(戸)

※木造および非木造  ※建築年不詳を除く 

築 22 年▼ 

築 22 年▼ 

（出典）総務省「住宅・土地統計調査（２０１８（平成３０）年）」より作成 

（年） 
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高齢世帯の持ち家比率 

公的住宅のストック 

●区内全世帯の持ち家比率は ４０．２％となっていますが、６５歳以

上の単身世帯では５６．７％、６５歳以上の夫婦世帯では７６．５％

と高い割合となっており、今後の高齢化とともに適切な管理が行

き届かない空き家の増加が懸念されます。 

●公的住宅ストックは、概ね１万戸で横ばいに推移しており、２０２０

（令和２）年で９，９９３戸となっています。 

●都営住宅や独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅が多くを占

めています。 

都営住宅、都民住宅

３,4５4 

区営住宅、区民住宅

1,６2９ 東京都住宅供給公社住宅

９24 

独立行政法人

都市再生機構

賃貸住宅

３,９８６ 

総数

９,９９３戸

4０.2％

５６.７％

７６.５％

53.7％

43.3％

23.4％

６.1％

０.2％

０％ 2０％ 4０％ ６０％ ８０％ 1００％

全世帯

６５歳以上の

単身世帯

６５歳以上の

夫婦世帯

持ち家 借家 その他・不明
（出典）総務省「住宅・土地統計調査（２０１８（平成３０）年）」より作成 

（出典）「東京都統計年鑑（令和２年）」より作成 
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（２）まちづくりの主な成果 

住みやすさを維持・改善するための住宅のリフォームやバリアフ

リー化、分譲マンションの適正な維持管理・建替えなどに関する支

援は着実に実績が積まれています。

（３）今後の課題 

●誰もが安心して豊かな都市生活を送ることのできる住

宅・住環境整備の施策の充実が求められている 

◇良質な住宅ストックの形成 

（耐火・耐震性、脱炭素対応、効率的なエネルギー利用等） 

◇子育てや高齢期などのライフステージ＊に適した住宅を選択し、

住み続けられる環境の充実 

◇コロナ禍における住生活に変化や身近な生活圏で過ごす時間

の増加に対応した多様性のある住宅の確保や住環境の充実 

◇多様なひと、多世代が住み続けられるコミュニティの維持・充実 

●民間住宅の適正な維持管理・建替えに対する支援を充実

する必要がある 

◇高経年の住宅、高齢世帯の持ち家等の適正な維持管理・更新

の支援 

◇高齢化に伴い増加が予想される空き家等の効果的な活用 

●住環境・住生活向上に向けた継続的な支援が求められ

ている 

◇公的住宅の適正な維持管理 

◇住宅取得困難な区民等への継続的な居住支援と住宅セーフ

ティネット＊の充実 

西中延区営住宅

住宅相談会

▼住まいの維持管理・建替え 

公的住宅の維持 

管理 

区営住宅  １３団地／４３９戸 

区民住宅＊ ８団地／７４１戸 

マンション管理の 

適正化 

管理士派遣 

４６ 件 ２０１3（平成２5）年度 
～２０２０（令和２）年度管理相談 

３７５ 件 

マンション建替え 

・修繕の支援 

一級建築士派遣 

２３ 件 
２０１3（平成２5）年度 

～２０２０（令和２）年度

建替え・修繕相談 

３４ 件 
２０１7（平成２9）年度 

～２０２０（令和２）年度

＜様々な支援策（例）＞ 
バリアフリーや環境に配慮したリフォーム資金の融資あっせん・工事費助成 
高齢者の民間賃貸住宅への住み替え支援（高齢者住宅生活支援サービス事業） 
ひとり親家族の住宅入居支援（賃貸時の初期保証料助成） 

住宅確保要配慮者のための居住支援協議会の設立           など 

dａｔａ
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（４）まちづくりの目標 

多様なライフスタイルで豊かに 
生活し、住み続けられるまち 

テレワーク＊の浸透によるワークスタイルの変化など、新型コロナウイルスの感染拡大等の経

験を踏まえて、身近なまちでの過ごし方や働き方の多様化、就職や結婚、子育て、介護など、ライ

フステージ＊の変化にあわせて、しごと、交流、活動、滞在などの都市生活を豊かにし、住み続け

られるまちを目指します。 

これからのまちづくりのポイント

●多様なライフスタイルやライフステージに応じた生活と住まいづくり 

●あらゆる人々への暮らしやすい場の提供 

●住み慣れた地域に長く住み続けられるまちづくり 

①公営住宅の適正管理 

②空き家・空きオフィスのリノベーションと活用 
③多様な働き方を支える住宅と住環境 
④ＩｏＴの活用により住まいの安全性・快適性が向上 

⑤住宅のバリアフリー化 

⑥良質な住宅ストック 
⑦テレワークを支える身近な駅周辺のシェアオフィス 

作成中 

１ 

３ 

２ 

６ 

７ 

４ 

５ 
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（５）方針と取り組み

●高経年の分譲マンションなどついては、自律的かつ適正な維持

管理のための支援体制を充実し管理認定を推進するとともに、

建替えを検討する管理組合に対して適切な支援を行います。 

●公的住宅については、適正な修繕や維持管理による長寿命化お

よび計画的な建替えを検討します。 

●長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成していく

ため、長期優良住宅＊等の耐久性・品質向上を誘導する仕組み

を充実させていきます。 

●居住環境の改善を図るため、自己居住用の住宅修築費用の融

資を低利で受けられるよう、金融機関にあっせんを行います。 

ライフステージ＊・ライフスタイルに応じた良好で快適な住宅を選

択できるよう、多様なニーズにあわせた住宅供給、リフォーム、設

備更新など、住み続けられる住宅の整備・活用を促進します。 

・ 高齢者や障害者が、加齢に応じて地域で住み続けられるバリ

アフリー化を促進 

・ 子育て世帯の住宅取得支援やファミリー向けの入居を促進 

・ 住宅や身近な場所におけるワークスペース・学習スペースの

確保等を促進 

・ 福祉施策、介護・子育て支援、住宅確保要配慮者＊の支援と住

宅施策の効果的な連携 

・専門家による建物状況調査、瑕疵保険、住宅履歴情報＊の活用

の促進等を通じた健全な住宅流通市場の育成 

●住宅に困窮する低所得者向け公営住宅を維持していきます。 

●空き家については、啓発パンフレットの配布等による発生予防や

所有者への活用意向調査等による有効活用を推進するとともに、

適正管理の促進や自主的な除却支援制度の充実を進めます。 

●公営住宅等の老朽化した団地を再生する際には、規模やあり方

等について事前に調査・検討を進めるとともに、住宅ストックと一

体となったオープンスペースを創出し、地域コミュニティの交流

の場などとして活用することを検討します。

①良好な住宅の質を維持・確保する

②多様なライフスタイルにあわせた住まい方を選択
できる環境を充実させる

・・・「新たなまちづくりの視点」による取組

マーク
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テレワーク＊などのワークスタイルの変化に対応するため、テレワ

ークがしやすい環境を整えた住宅の普及、住宅市街地でのシェ

アオフィス＊の整備の促進など、身近な生活圏で住み、働く環境

を充実させていきます。 

子どもや高齢者を見守り、助け合うコミュニティの育成や住民主

導のまちづくり活動を促進するため、地域の交流の場や居場所

づくりなどを進めていきます。 

外国人などを含むあらゆるひとの生活環境の充実に向けて、多

様なライフスタイルに対応した住宅の供給や情報提供に取り組

みます。また、ひととひとの交流を生む空間を創出するため、公

営住宅等の団地の建替えや空き地・空き家などの有効活用を検

討します。 

③住み続けるひとのコミュニティを育む場を創出する

品川区空き家等対策計画 
品川区公営住宅等長寿命化計画 

品川区マンション管理適正化推進計画 

具体的な取り組みを
展開するための 

個別計画 

コラム 品川区居住支援協議会 

住宅にお困りの方（住宅確保要配慮者＊）が、民間賃貸住宅へ円滑に入居するための支

援策を検討するため、住宅セーフティネット法に基づき、品川区居住支援協議会を組織し

ています。協議会では、居住支援団体、行政（品川区）、不動産関係団体が連携し、入居者

と大家をつなげるための支援策の検討を行います。 
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都市生活と住まいのまちづくりの展開 

方針図（都市生活と住まい） 
大名下屋敷を起源とするゆとりある戸建て中心の低層住宅

地の環境を保全するとともに、地域それぞれの特性にあわせ
て、多様なライフスタイルで住み続けたいと感じる住宅市街地
を形成していきます。 
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◇土地の高度利用を促進し、商業機能を
活性化するとともに、都心居住、防災性
向上を推進 

◇町工場の育成・保護と住環境の調和 
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「強靭なまち」につながる分野連携 

―――「防災・復興」分野を軸に、６つの分野の効果的な連携を重視して、 

次世代を見据えたまちづくりを展開 

東日本大震災直後の２０１３（平成２５）年に策定した品川区まちづくりマスタープラン

は、「防災まちづくり」を最も強力に打ち出した計画とし、取り組みを進めてきました。 

近年、首都直下地震などの切迫性がさらに高まり、自然災害の頻発化・激甚化が顕

著になっており、国・東京都・品川区のそれぞれが国土強靭化の取り組みに注力してい

ます。 

今後１０年間の品川区のまちづくりでは、上記の国土強靭化の取り組みと整合をとり

つつ、「強靭なまち」につなげていくことを重視して、「防災・復興」分野を軸にして、６分

野の取り組みを効果的に連携させたまちづくりを展開していきます。

大規模災害に備えた 

分野連携により 

災害時にも効果を発揮 

最大限の人命確保 

重要な機能の維持 

被害の最小化 

早期の復旧復興 

日頃（平常時）の取り組み 

６分野のまちづくり 

５地区のまちづくり 

７
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「強靭なまち」となるためには、大規模災害が起こっても・・・

 人命の保護 

が最大限図られる 

こと

 社会の重要な機能 

が致命的な障害を 

受けずに維持される

こと

被害を最小化し、

 復旧復興 が 

迅速に進むこと

品川区のまちづくりでは、「強靭なまち」に近づくために、日頃（平常時）の

取り組みが災害時にも効果が発揮されることを意図して、分野を超えた

効果的な連携を進めていきます。

都市機能と 

都市生活の 

継続性の確保

途絶する 

ことのない 

ネットワーク 

の維持

活用できる

分野①（防災・復興） 

の取り組み 

日頃（平常時）の取り組み 

分野を超えた取り組みの連携 

■避難所機能や設備の
充実、高層マンション
における在宅避難の
実現 

■帰宅困難者の受入れ
体制づくり

 分野⑤（環境・エネルギー） 

◇自立分散型エネルギーの確保と街区間
のエネルギーマネジメント 

◇公共施設等における再生可能エネルギ
ー・蓄電池等の導入 

 分野⑥（都市生活と住まい） 

◇子どもや高齢者を見守り、助け合うコミ
ュニティの育成と交流の場づくり 

◇外国人を含むあらゆるひとの多様なラ
イフスタイルに対応した住宅供給

■延焼遮断帯の形成

■供給処理施設、道路・
橋梁等の耐震化・長寿
命化 

 分野②（都市基盤） 
◇骨格となる道路ネットワークの形成 
◇道路と鉄道の連続立体交差化による交

通の円滑化と市街地の一体化 
◇ＩＣＴを活用したライフラインや道路・橋

梁のメンテナンス 

 分野③（水とみどり） 
◇物資・輸送ネットワークの多様化（舟運） 

 分野④（都市景観） 
◇良好な都市景観形成とともに、安全で

快適な歩行空間の確保にもつながる無
電柱化の促進

災害時の効果 

（イメージ）

■防災広場等の整備・適
正配置 

■都市公園や防災広場
等の防災機能向上 

■災害時の緊急輸送手
段として活用できる拠
点の確保 
（目黒川・運河等） 

分野②（都市基盤） 
◇都市空間の柔軟な活用 

分野③（水とみどり） 
◇うるおいとやすらぎをもたらす水とみど

りのネットワークの形成 
◇まちなかの身近なみどりの充実 
◇水辺の拠点としての船着場等のにぎわ

い創出 
（水上タクシー・観光船等の舟運））

などが重要となります。
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コラム 首都直下地震発生時の震度分布と被害想定 

２０２２（令和４）年５月に、「東京都

の新たな被害想定」として、首都直下

地震等による東京の被害想定が公表

されました。 

都内で最大規模の被害が想定され

る都心南部直下地震（M７.３）が発生

した場合、区部の約６割で震度６強が

想定されており、品川区においても、

大半の区域が震度６強と想定されて

おり、八潮地区の一部では震度７とな

ることが想定されています。 

区民の声 災害からの安全・安心への取り組みの必要性 

区民向けアンケートで「お住まいの地域に今後必要なこと」をお伺いしたところ、「災害から

の安全・安心」を求める声が多く挙がりました。

品川区 

〔品川区および周辺区、臨海部の震度分布〕 

〔首都直下地震等による品川区の被害想定〕 

（出典）上段 ：令和 ４年５月東京都発表「首都直下地震等による東京の被害想定」(冬、夕方、風速８m/s) 
下段 ：平成２４年４月東京都発表「首都直下地震等による東京の被害想定」(冬、夕方、風速８m/s) 

■建物被害

全壊

半壊

※火災による焼失を除く 

(５，２８１棟) 

(１０，９１２棟) 

■死 者

(７７９人) 

■負傷者

(８，０１６人) 

■避難者

(１８４，５１０人) 

■ライフライン被害

上水道（断水率）

電  力（停電率）

(４６．２％) 

(４７．４％) 

回答率の高い上位５項目 

災害からの安全・安心 59.5％
静かで落ち着いた住環境 4０.1％
みどり豊かな環境の創造 21.3％
産業と生活する場の調和 15.4％
すべてのひとにやさしいまちづくりの推進 15.０％

（出典）品川区まちづくりマスタープランについてのアンケート／２０２１（令和３）年７月実施より 


